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No.3 2013年 2月 ７日 

〒530－0034  

大阪市北区錦町２－２ 

 大阪労連気付 

TEL（06）6353－6421 
 

大 阪 春 闘 共 闘 ・ 大 阪 労 連     
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大阪労連女性部は１月３０日、国労会館で

「２０１３年春闘討論集会」を開催。６単産、

２地区協、３０人が参加し大阪労連女性部春闘

方針を提案。まず、『思想調査』国賠訴訟原告

で大阪市労組委員長の竹村博子さんから特別

報告があり、「橋下・維新の会」とのたたかい

や国賠訴訟を始めるにあたって、“仕事に対す

る責任と誇りを踏みにじられた”悔しい思いを

訴え、参加者と共有しました。 

自治労連や大教組からは、公務員賃金・退職

金削減反対のたたかい、全国一般から宮城県と

の運動の交流、守口市職労から地域でのたたか

い、生協労連、全印総連、医労連から単産の春

闘のとりくみなど報告されました。女性部は２

月１３日の女性部委員会で春闘方針を決定し

ます。 

  

 

大阪市の政治活動制限条例につづき、大阪府でも「維

新の会」府議団が同条例を府議会に提出しています。 

２条例反対連絡会と大阪公務共闘は２月１日、グリーン

会館で「政治活動規制条例を許さない学習会」を開催し

７０人が参加。大久保史郎立命館大学教授が、昨年１２

月の「国公法弾圧堀越事件」の最高裁無罪判決が、公務

員の政治活動が一律禁止とされてきた１９７４年の「猿

払判決」を事実上覆す意義のあるものだと強調。自治労

連、市労組、大阪国公、国民救援会が公務員の政治活動

の前進のためたたかう決意を表明しました。 


